
日時： ２０１９年１１月５日（火）１７時～１８時３０分

会場： グランドハイアット東京 ２階 ドローイングルーム（DRAWINGROOM）
東京都港区六本木６－１０－３

形式： ご招待・立食カクテルレセプション

主催： 香港貿易発展局

定員： 先着順４０名

香港貿易発展局 東京事務所（担当：遠山）

【Eメール】 marketing.assistant2@hktdc.org
【TEL】 03-5210-5850 【FAX】 03-5210-5860 

企業・団体名 住所：

役職名 TEL： FAX：

氏名 Eメール：

企業が知っておくべき基礎知識 ～「国際仲裁」とは？

多国籍のグループ企業のみならず、スタートアップ企業はクロスボーダーな法的
リスクに対する脆弱性を抱えています。特に、ビジネスを海外に広げる際や、外
国からの投資を受ける際にそのリスクは顕著になります。当セミナーでは、ゲス
トスピーカーに香港国際仲裁センターの事務局長であるサラ・グリマー氏を招き、
企業が法的リスクを回避する方法などをシェアします。香港の法律専門家がどの
ように貴社のお手伝いできるかを、この機会に学びませんか？

仲裁に関する疑問や懸念などがある方、是非ご参加下さい。初歩的な質問も大歓
迎です。

香港国際仲裁センター現事務局長。常設仲裁裁判所（PCA)前上席
法律顧問。 PCAでは、投資家対国家の数々の仲裁案件に裁判事務
担当として携わり、州間仲裁では幾度も登録官に任命される。
PCA着任以前は、パリのICC国際仲裁裁判所で3年間アシスタン
ト・カウンセルに従事。またパリのシャーマン・アンド・スター
リング法律事務所の国際仲裁担当チームのメンバーも務める。そ
れ以前には、ニュージーランドのオークランドにある弁護士事務
所に勤務。2015年、レバノン特別法廷の懲戒委員に任命される。
ICCA-ASIL（国際商事仲裁協議会-アメリカ国際法学会）損害賠償
請求額算定タスクフォース（2016年）、ICCAパブリケーション委
員会（2015年）、IBA投資仲裁小委員会（2014年）、ニュージー
ランドICC仲裁委員会（2014年）、IBA Arb40運営委員会（2013
年）のメンバーを歴任。ケンブリッジ大学で法学修士を、ビクト
リア大学ウェリントンで法学士/学士（犯罪学）を取得。ニュー
ジーランドの弁護士開業資格を有する。

ゲストスピーカー
Sarah Grimmer（サラ・グリマー）
香港国際仲裁センター事務局長

HKIAC

mailto:marketing.assistant2@hktdc.org

